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 佐賀県規則第34号 

   佐賀県土木事務所設置規則の一部を改正する規則 

 佐賀県土木事務所設置規則（昭和29年佐賀県規則第67号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （組織）  （組織） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項の課のほか、佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所に

建築課を、唐津及び伊万里の各土木事務所に港湾課を置く。 

２ 前項の課のほか、佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所に

建築課を、東部土木事務所に城原川ダム対策課を、唐津及び伊万

里の各土木事務所に港湾課を置く。 

３～５ 略 ３～５ 略 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第４条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、伊万里土

木事務所の工務課の分掌事務にあっては、港湾関係を除く。 

第４条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、東部土木

事務所の用地課の分掌事務にあっては城原川ダム関係を除き、唐

津及び伊万里の各土木事務所の工務課の分掌事務にあっては港湾

関係を除く。 

 総務課 略  総務課 略 

 管理課  管理課 

 (1) 略  (1) 略 

 (9) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に関すること（伊万里

土木事務所に限る。次号から第17号までにおいて同じ｡）。 

 (9) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に関すること（伊万里

土木事務所に限る。次号から第16号までにおいて同じ｡）。 

 (10) 略  (10) 略 

 (11) 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。  

 (12)・(13) 略  (11)・(12) 略 

 (14) 建築物動態統計調査に関すること。  (13) 建築動態統計調査に関すること。 

 (15) 略  (14) 略 

 (16) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27  (15) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成
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改正前 改正後 

年法律第53号）に関すること。 27年法律第53号）に関すること。 

 (17)～(21) 略  (16)～(20) 略 

 用地課・工務課 略  用地課・工務課 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ 佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所の建築課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

９ 佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所の建築課の分掌事務

は、次のとおりとする。ただし、佐賀土木事務所にあっては、第

２号に掲げる事務を除き、多久市及び小城市における事務に限る。 

 建築課  建築課 

 (1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

 (3) 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。  

 (4)・(5) 略  (3)・(4) 略 

 (6) 建築物動態統計調査に関すること。  (5) 建築動態統計調査に関すること。 

 (7)～(9) 略  (6)～(8) 略 

 (10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する

こと。 

 (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関す

ること。 

 (11) 略  (10) 略 

 10 東部土木事務所の城原川ダム対策課の分掌事務は、次のとおり

とする。 

  (1) 土地、建物、物件等の買収及び補償に関すること（城原川ダ

ムの建設に係るものに限る｡）。 

  (2) 登記に関すること（城原川ダムの建設に係るものに限る｡）。 

  (3) その他用地事務に関すること（城原川ダムの建設に係るもの

に限る｡）。 

10・11 略 11・12 略 

   附 則 
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 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項の管理課の分掌事務及び同条第９項の建築課の分掌事務の改正規定（「建

築物動態統計調査」を「建築動態統計調査」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律」に改める部分に限る｡）は、公布の日から施行する。 


